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第１章 総則 

 第１節 目的 

  この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６

年法律第１１２号。以下「国民保護法」という。）第３６条第２項の規定に基づき、武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置（以下「国民保護措置」という。）を的確かつ迅

速に実施するため、名古屋港管理組合（以下「組合」という。）の業務に係る国民保護措置

の基本方針、平素からの備え、国民保護措置の実施等について必要な事項を定めることに

より、武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃が国民生

活や国民経済に及ぼす影響を最小とすることを目的とする。 

 第２節 用語の説明 

  この計画で使用する用語の説明は、別表のとおりとする。 

 第３節 計画に定める事項 

  組合は、国民保護法第３６条第３項の規定に基づき、名古屋港管理組合国民保護業務計

画（以下「組合国民保護業務計画」という。）に、以下の１から４までに掲げる事項を定め

る。 

 １ 組合が実施する国民保護措置の内容及び実施方法に関する事項 

 （１）組合が管理する生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置（以下「安全確保措

置」という。）に関する事項 

 （２）組合が管理する施設の利用者等（以下「利用者等」という。）への警報等の情報提供

及び避難・誘導等に関し必要な事項 

 ２ 国民保護措置を実施するための体制に関する事項 

 ３ 国民保護措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項 

 ４ その他、国民保護措置の実施に関し必要な事項 

 第４節 基本方針 

  武力攻撃事態等において、国民保護法その他関係法令、国民の保護に関する基本指針（平

成１７年３月２５日閣議決定）及びこの計画に基づき、関係機関と連携協力し、組合の業

務に係る国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。 

国民保護の実施に当たっての具体的な実施方法等については、国及び地方公共団体から

提供される情報を踏まえた上で、武力攻撃事態等の状況に即して、自主的に判断するとと

もに、組合の国民保護措置に従事する者に危険が及ぶことのないように、安全の確保に十

分に配慮するものとする。 

なお、国民保護措置の実施の際には次の点に留意するものとする。 

 １ 利用者等に対する情報提供 

   組合は、武力攻撃事態等において、組合が有する広報手段を活用し、利用者等に対し、
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国民保護措置に関する正確な情報を、適時かつ適切な方法で提供する。 

 ２ 関係機関との連携の確保 

   国民保護措置に関し、平素から関係機関との連携体制の整備に努めるものとする。 

 ３ 国民保護措置の実施に関する自主的判断 

   国民保護措置を実施するに当たっての実施方法等については、国、愛知県（以下「県」

という。）及び市町村から提供される情報を踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主

的に判断するものとする。 

 ４ 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施 

   組合は、国民保護法その他関係法令、愛知県国民保護計画に基づき、国民保護措置の

実施に当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意する

ものとする。 

また、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保するもの

とする。 

 ５ 安全の確保 

   組合は、国民保護措置に従事する者に対し、国及び県から入手した情報や武力攻撃災

害の状況その他必要な情報の提供を行うほか、国、県及び市町村との連携を密にするこ

とにより、従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。 

 第５節 名古屋港の地理的特徴  

  名古屋港は、４市１村（名古屋市、東海市、知多市、弥富市及び飛島村）にわたり広大

な陸域と水域を有しているため、避難・誘導等、国民保護措置を実施するに当たっては、

４市１村との連携を密にする必要がある。 

 第６節 計画が対象とする事態 

 １ 武力攻撃事態 

   この計画は、以下の（１）から（４）までに掲げるものを武力攻撃事態の対象とする。 

 （１）着上陸侵攻 

 （２）ゲリラや特殊部隊による攻撃 

 （３）弾道ミサイル攻撃 

 （４）航空攻撃 

 ２ 緊急対処事態 

   この計画は、以下の（１）及び（２）に掲げるものを緊急対処事態の対象とする。 

 （１）攻撃対象施設等による分類 

   ア 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態 

     原子力事業所等の破壊、石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施設等の爆破、危険

物積載船への攻撃及びダムの破壊 
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   イ 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態 

     大規模集客施設・ターミナル駅等の爆破及び列車等の爆破 

 （２）攻撃手段による分類 

   ア 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態 

     ダーティボム（爆薬と放射性物質を組み合わせた爆弾）等の爆発による放射能の

拡散、炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布、市街地等におけるサリン等化

学剤の大量散布及び水源地に対する毒素等の混入 

   イ 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態 

     航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ及び弾道ミサイル等の飛来 

 

第２章 平素からの備え 

 第１節 実施体制の整備 

 １ 体制の整備  

   組合の業務に係る国民保護措置に関する事務についての組合内の連絡及び調整につい

ては総務部危機管理課において実施するものとする。なお、以下に定めるもの以外の必

要な内容については、別途定めるものとする。 

 ２ 情報連絡体制の整備  

 （１）情報収集及び連絡体制の整備 

    組合が管理する施設の被災状況、国民保護措置の実施状況、港湾の利用状況等の情

報を迅速に収集・集約できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項に関

する体制を整備するものとする。 

    なお、夜間又は休日においても的確かつ迅速に連絡できる体制の整備に努めるとと

もに、武力攻撃災害により連絡担当者が被害を受けた場合においても、組合内の連絡

を確実に行えるよう、体制の整備に努めるものとする。 

 （２）通信体制の整備 

    武力攻撃事態等において、的確かつ迅速に連絡が行えるよう、関係機関との連携に

配慮しつつ、通信施設が被害を受けた場合や停電の場合等においても、通信が行える

よう、体制の整備に努めるものとする。 

    また、平素から国民保護措置に必要な通信設備の点検を定期的に実施するものとす

る。 

 ３ 緊急参集体制及び実施体制の整備  

   組合は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の初動対応に

万全を期するため、武力攻撃事態等に対処するために必要な職員が迅速に参集できる体

制を整備するものとする。 
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組合は、国民保護措置の実施に必要な体制を整備するものとし、体制整備に当たって

は、２４時間即応可能な体制の整備に努めるものとする。 

名古屋港管理組合国民保護対策本部（以下「組合国民保護対策本部」という。）が設置

された場合においてその機能が確保されるよう、交代要員の確保その他職員の配置、食

料、燃料等の備蓄、自家発電設備の確保等を平素から図るよう努めるものとする。 

 ４ 特殊標章等の交付及び管理  

   国民保護措置を行うため、あらかじめ愛知県知事（以下「知事」という。）により特殊

標章及び身分証明書の使用の許可を受けた場合には、適切にその管理を行うものとする。 

 第２節 関係機関との連携  

  平素から国、県、市町村その他関係機関との間で、国民保護措置の実施における連携体

制の整備に努めるものとする。 

 第３節 利用者等への情報提供の備え  

  武力攻撃事態等において、組合が管理する施設の被災状況、国民保護措置の実施状況、

港湾の利用状況等の情報を、組合が有する広報手段を活用し、利用者等に対し、適時かつ

適切に提供できるよう、必要な体制を整備するものとする。 

  武力攻撃事態等において、組合は愛知県警察（以下「県警察」という。）と連携して、臨

港道路の交通規制の状況や通行禁止措置等に関する情報を、利用者等に対し、積極的に提

供できるよう、必要な体制を整備するものとする。 

  情報提供の体制の整備に当たっては、高齢者、障害者、外国人その他情報伝達に際し援

護を要する者に対しても、情報を伝達できるよう努めるものとする。 

 第４節 警報等の伝達体制の整備  

  知事から警報等の通知を受けた場合に備えて、伝達先、連絡方法、連絡手順等必要な事

項について整備するものとする。 

 第５節 生活関連等施設の安全確保  

  組合は、自ら管理する生活関連等施設に関する情報の把握に努めるなど、平素から、そ

の安全確保に必要な情報を収集・管理するものとする。 

  組合は、武力攻撃事態等における、組合が管理する生活関連等施設の安全確保のため、

生活関連等施設の安全確保の留意点（平成１７年８月３１日付け消防国第２７号・消防庁

国民保護・防災部国民保護室長通知）に基づき、資機材の整備、巡回の実施など武力攻撃

事態等における安全確保措置について定めるものとする。 

 第６節 備蓄  

  食料、飲料水等国民保護措置のための備蓄については、防災のための備蓄と兼ねること

ができることから、相互に活用することとし、武力攻撃事態等において特に必要となる物

資及び資材について、備蓄又は調達整備するものとする。 
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併せて、備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の確実な把握に

努めるものとする。 

  武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置の実施に必要な物資及

び資材を調達できるよう、県及び市町村並びに民間事業者との間で、協力が図られるよう

努めるものとする。 

 第７節 訓練の実施  

  平素より、的確な国民保護措置の実施が可能となるよう、必要に応じて、組合内におけ

る訓練の実施に努めるとともに、国、県及び市町村が実施する国民保護措置についての訓

練へ参加するよう努めるものとする。 

  国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用可能な項目については、国民保護措置

についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させるよう配慮するものとする。 

 

第３章 武力攻撃事態等への対処 

 第１節 武力攻撃の兆候等の情報連絡  

  武力攻撃の兆候等の情報を入手した場合には、速やかに、県及び県警察に連絡を行うと

ともに、的確かつ迅速に対処する。 

 第２節 実施体制の確立  

 １ 初動体制の迅速な確立 

   武力攻撃事態等の認定前においては、被害等が発生した当初はその発生原因がわから

ず、緊急に対応することが多いと予想されるため、災害対策の初動体制を活用すること

とし、情報収集・連絡調整を図るとともに、応急対策を的確かつ迅速に実施するものと

する。 

   被害等に係る態様の状況によっては、別に定めるところによる職員の緊急参集を行い、

事態に対処するものとする。 

２ 国民保護の実施のために確保する体制 

 （１）国民保護準備体制 

県が、愛知県国民保護連絡室を設置した場合は、名古屋港管理組合国民保護情報連

絡室を設置し、当該関連情報を収集し、連絡体制を確保する。 

 （２）国民保護警戒体制 

県が、愛知県国民保護対策室を設置し、緊急通報、避難の指示等の通知があった場

合は、名古屋港管理組合国民保護対策室を設置し、国民保護措置を実施する。 

（３）国民保護実施体制 

県が、愛知県国民保護対策本部（以下「県国民保護対策本部」という。）を設置した

場合は、組合国民保護対策本部を設置する。県が県国民保護対策本部を廃止した場合
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は、組合国民保護対策本部を廃止する。 

なお、設置及び廃止した場合は、県国民保護対策本部に連絡するものとする。 

    組合国民保護対策本部は、国民保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連

絡及び組合内での共有、広報その他必要な総括業務を実施するものとする。 

この計画に定めるもの以外の組合国民保護対策本部の組織及び運営に関し必要な内

容については、別途定めるものとする。 

 ３ 情報連絡体制の確保  

 （１）情報収集及び報告 

    組合国民保護対策本部は、組合が管理する施設の被災状況、国民保護措置の実施状

況、港湾の利用状況など武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集するものとし、こ

れらの情報を集約し、県国民保護対策本部に報告するものとする。 

    組合国民保護対策本部は、県国民保護対策本部から武力攻撃事態等の状況や国民保

護措置を実施するに当たり必要となる安全に関する情報の収集を行うとともに、組合

内での共有を図るものとする。 

 （２）通信体制の確保 

    武力攻撃事態等が発生した場合には、直ちに必要な通信手段の機能確認を行うとと

もに、連絡のために必要な通信手段を確保するものとする。 

    国民保護措置を実施するに当たり、必要な通信手段を確保するため、支障が生じた

通信施設の応急復旧に必要な措置を講ずるものとする。 

    武力攻撃災害により国民保護措置の実施に必要な通信施設が被害を受けた場合や停

電の場合においては、安全の確保に十分に配慮した上で、速やかに応急の復旧を行う

ものとする。 

 第３節 安全の確保  

  国民保護措置を実施するに当たっては、その内容に応じ、国、県及び市町村から、武力

攻撃の状況その他必要となる安全に関する情報の提供を受けるほか、緊急時の連絡体制及

び応援体制の確立等の支援を受けるものとし、組合職員のほか、組合の実施する国民保護

措置に従事する者の身体に危険が及ばないよう安全の確保に十分に配慮するものとする。 

  国民保護措置を実施するに当たって、特殊標章及び身分証明書を使用する場合には、知

事の許可に基づき、適切に使用するものとする。 

 第４節 関係機関との連携  

  県国民保護対策本部、国、市町村その他関係機関と緊密に連携し、的確な国民保護措置

の実施に努めるものとする。 

 第５節 利用者等への情報提供  

  国民保護措置の実施状況、組合が管理する施設の被災状況、港湾の利用状況等の情報を、
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組合が有する広報手段を活用し、利用者等に対し適時かつ適切に提供するよう努めるもの

とする。 

 第６節 警報等の通知及び伝達  

  知事から警報の通知を受けた場合は、その内容を、組合内に的確かつ迅速に伝達を行う

とともに、利用者等への伝達に努めるものとし、組合は直ちに、その通知を受信した旨を

県に連絡する。 

  警報の解除の通知があった場合も同様とする。 

 第７節 避難・救援に関する措置  

 １ 避難の指示の通知及び伝達 

   知事から避難の指示の通知を受けた場合は、その内容を、組合内に的確かつ迅速に伝

達を行うとともに、利用者等への伝達に努めるものとし、その通知を受信した旨を県に

連絡する。 

    避難の指示の解除の通知があった場合も同様とする。 

 ２ 避難・救援に対する支援 

   市町村の避難実施要領に合わせ、利用者等の避難・誘導の体制の整備に努めるものと

する。 

組合が管理する施設が、県又は名古屋市により救援を実施するための施設として使用

することとされた場合には、当該施設の開設のために必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

 第８節 所管する施設の適切な管理及び安全確保  

   組合が管理する施設について、利用者等の誘導が必要となった場合には、的確かつ迅速

な判断により、これらの者の適切な誘導に努めるものとする。 

   組合が管理する施設の安全確保措置を講ずる場合には、知事から提供される情報に基づ

き、当該施設に従事する者等の安全の確保に十分に配慮するものとする。 

  これらの場合には、必要に応じ、県警察、消防機関、国土交通省その他の行政機関（施

設の安全確保につき専門的見地からの助言等を行うことができる行政機関を含む。）に対し、

指導、助言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣等の支援を求めるものとする。 

 第９節 運送支援の確保  

 １ 運送の支援 

   武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律（平成１６年法律第１１

４号）に基づき、港湾施設の利用指針が定められた場合には、当該利用指針を踏まえて

適切に運送を支援するものとし、利用者等へ情報の周知徹底を図るなど、必要な措置を

行うものとする。 
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 ２ 交通の管理 

   武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律に基づき、道路の利用指

針が定められた場合には、県警察と連携して、臨港道路における交通規制や通行禁止等

の必要な措置を講じ、直ちに利用者等へ情報の周知徹底を図るなど、必要な措置を行う

ものとする。 

第１０節 安否情報の収集及び提供  

  県及び市町村が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で照会に応

じてその保有する安否情報の提供を行うなど、安否情報の収集に協力するよう努めるもの

とする。 

また、安否情報の収集及び提供に当たっては、個人情報の保護に十分な配慮を行うもの

とする。 

 

第４章 応急の復旧及び復旧等に関する措置 

 第１節 応急の復旧  

  武力攻撃災害が発生した場合、組合が管理する施設及び設備に関するものについて、安

全の確保に十分に配慮した上で、速やかに施設及び設備の緊急点検を実施し、これらの被

害の状況等を把握するとともに、迅速に応急復旧の措置を講ずるよう努めるものとする。 

  組合が管理する施設に関し、必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他応急の復旧

のための措置について、県国民保護対策本部に対して、必要に応じて支援を求めるものと

し、組合国民保護対策本部は、被災情報及び応急の復旧の実施状況を県国民保護対策本部

に報告する。 

 第２節 国民生活安定のための措置  

  組合が管理する施設について、その機能が十分に発揮されるよう、施設の状況確認、安

全の確保等を行い、当該施設を適切に管理するものとする。 

 第３節 復旧に関する措置  

  武力攻撃災害の復旧に関し、国において財政上の措置その他本格的な復旧に向けた所要

の法制が整備されるまでの間、武力攻撃事態の態様や武力攻撃災害による被災状況を勘案

しつつ、迅速な復旧に向けて必要な措置を講ずるものとする。 

  また、復旧に当たっては、その対象となる施設の被害の状況、当該被災した地域を管轄

する県及び市町村が定めた当面の復旧の方向等を考慮して実施するものとする。 
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第５章 緊急対処事態への対処 

 第１節 緊急対処保護措置の実施  

  緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、この計画の第

１章から第４章までの定めに準じて行うこととする。 

  準用に当たっては、次の表の左欄に掲げる字句を、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

武力攻撃事態等 緊急対処事態 

国民保護措置 緊急対処保護措置 

愛知県国民保護対策本部 愛知県緊急対処事態対策本部 

愛知県国民保護対策室 愛知県緊急対処事態対策室 

愛知県国民保護連絡室 愛知県緊急対処事態連絡室 

名古屋港管理組合国民保護対策本部 名古屋港管理組合緊急対処事態対策本部 

名古屋港管理組合国民保護対策室 名古屋港管理組合緊急対処事態対策室 

名古屋港管理組合国民保護情報連絡室 名古屋港管理組合緊急対処事態情報連絡室 

武力攻撃 緊急対処事態における攻撃 

武力攻撃災害 緊急対処事態における災害 

 第２節 実施体制の確立  

  名古屋港管理組合緊急対処事態対策本部は、緊急対処保護措置に関する調整、情報の収

集、集約、連絡及び組合内での共有、広報その他必要な総括業務を実施するものとする。 

 

第６章 計画の適切な見直し  

 この計画の内容については、適時検討を加え、必要があると認めるときは自主的にこれを

変更するものとし、変更を行った際は、軽微な変更である場合を除き、知事に報告するなど、

計画策定時の手続に準じて取り扱うものとする。 

 



別表                  用語の説明 

行 用  語 説     明 参照法令 

あ 安否情報 避難住民及び武力攻撃災害により死傷した住民の安否に関する情報 国第９４条 

か 緊急対処事態 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生

した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認めら

れるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要な事態 

国第１７２条 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急対処事態対

処方針 

緊急対処事態に至ったときに政府が定める対処方針 

緊急対処保護措

置 

 

 

 

緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定

行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関

が法律の規定に基づいて実施する、緊急対処事態における攻撃から国

民の生命、身体及び財産を保護し、又は攻撃が国民生活及び国民経済

に及ぼす影響が最小となるようにするための措置 

港湾施設 港湾法第２条第５項各号の港湾施設をいう。 特第２条 

国民の保護に関

する基本指針 

武力攻撃事態等に備えて、あらかじめ政府が定める国民の保護のため

の措置の実施に関する基本的な方針 

国第３２条 

国際人道法 武力紛争において、人道的諸問題に対する配慮から、紛争当事者の戦

闘方法や手段を制限するために規定された国際法（ジュネーブ諸条約

等） 

 

国民保護措置 

 

 

 

対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、

地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規

定に基づいて実施する、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保

護し、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小とな

るようにするための措置 

国第１０条、 

１１条、１６条 

及び２１条 

 

さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定行政機関 内閣府及び各省庁など国の中央機関で政令で定めるもの 武第２条第４

項 

指定公共機関 独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共

的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、

政令で定めるもの 

武第２条第６

号 

指定地方行政機

関 

指定行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、政令で定

めるもの 

武第２条第５

号 

指定地方公共機

関 

 

都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益

的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人

及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都

道府県の知事が指定するもの。愛知県国民保護計画における指定は５

６団体 

本組合は、平成１７年３月２２日知事から指定された。 

国第２条第２

項 

 

事態認定 国の武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針（対処基本方針）

又は緊急対処事態に関する対処方針（緊急対処事態対処方針）におい

て、武力攻撃事態等又は緊急対処事態に至ったことを認定すること。 

武第２条 

国第１７２条 



 

※ 国：武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（国民保護法） 

  武：武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保

に関する法律（事態対処法） 

  特：武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律（特定公共施設利用法） 

生活関連等施設 

 

その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあ

ると認められる施設又はその安全を確保しなければ周辺地域に著しい

被害を生じさせるおそれがあると認められる施設で政令定めるもの 

※本組合においては、水域施設、係留施設（港湾法第５２条第１項第

１号）が該当する。 

国第１０３条 

生活関連等施設

の安全確保の留

意点 

・水域施設、係留施設 

関係機関との連絡体制の整備、自主警備の強化、危険物等の把握 

国第１０２条 

た 

 

対処基本方針 

 

武力攻撃事態等に至ったときに政府が定める武力攻撃事態等への対処

に関する基本的な方針 

武第９条 

 

特殊標章 

 

ジュネーブ条約第一追加議定書に基づき、文民保護組織の要員や使用

される建物・器材を保護するため、これらを識別できるようにしてい

る国際的な特殊標章 

国第１５８条 

 

特定公共施設 港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波をいう。 特第２条 

は 避難の指示 避難措置の指示を受けた知事が住民に対して行う、避難すべき旨の指

示 

国第５４条 

避難実施要領 避難の指示があったときに、市町村長がその国民保護計画で定めると

ころにより作成する避難に関する方法等、避難の実施に関し必要な事

項を定めたもの 

国第６１条 

武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃 武第２条 

武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫し

ていると認められるに至った事態 

武第２条第２

号 

武力攻撃予測事

態 

武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測さ

れるに至った事態 

武第２条第３

号 

武力攻撃事態等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態 武第１条 

武力攻撃災害 武力攻撃により直接又は間接に生じる人の死亡又は負傷、火事、爆発、

放射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

国第２条第４

項 

ら 利用指針 武力攻撃事態等において対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るた

め、国の対策本部長が対処基本指針に基づき定める、港湾施設・飛行

場施設・道路・海域・空域・電波の利用に関する指針（特定の者の優

先的な利用の確保） 

特第６条 


